
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則

一

○
福
島
県
消
防
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

訓

令

○
標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
訓
令

二

○
職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

二

規

則

福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
及
び
福
島
県
消
防
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号

福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
福
島
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
福
島
県
条

例
第
六
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
福
島

県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
調
査
審
議
の

手
続
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
諮
問
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
一
項
の
実
施
機
関
に
よ
る
諮
問
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
諮

問
を
い
う
。
）
は
、
審
査
会
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
会
長
）

第
三
条

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
選
挙
に
よ
っ
て
こ
れ
を
定
め
る
。

２

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
査
会
を
代
表
す
る
。

３

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
会
長
の
指
名
す
る
委
員
が

そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
四
条

審
査
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
新
た
に
組
織

さ
れ
た
審
査
会
の
最
初
に
開
催
さ
れ
る
会
議
は
、
知
事
が
招
集
す
る
。

２

会
長
は
、
審
査
会
の
会
議
の
議
長
と
な
る
。

３

審
査
会
の
会
議
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

４

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

５

審
査
会
の
議
事
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
を
有
す
る
委
員
は
、
審
査
会
の
決
議
が
あ
っ
た
と
き
は
、

当
該
議
事
に
係
る
調
査
審
議
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
意
見
陳
述
の
申
立
て
）

第
五
条

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
陳
述
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
書
面

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
提
出
資
料
の
閲
覧
）

第
六
条

行
政
不
服
審
査
法
第
八
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
十
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
閲
覧
又
は
交
付
の
求
め
は
、
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

審
査
会
は
、
前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
そ
の
諾
否
を
回
答
す
る
も
の
と
す
る
。

（
会
議
録
の
作
成
）

第
七
条

審
査
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
会
議
録
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

一

開
催
の
日
時
及
び
場
所

二

出
席
者
の
氏
名

三

会
議
に
付
し
た
事
案
の
件
名

四

議
事
の
概
要

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

２

会
議
録
は
、
会
長
が
署
名
し
て
確
定
す
る
。

３

会
議
録
及
び
審
査
会
の
審
議
資
料
は
、
公
開
し
な
い
。

（
庶
務
）

第
八
条

審
査
会
の
庶
務
は
、
総
務
部
文
書
管
財
総
室
文
書
法
務
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
律
及
び
条
例
の
規
定
に
よ
り
審
査
会
が
行

う
調
査
審
議
等
に
係
る
庶
務
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
条
例
を
所
管
す
る
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

一

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
福
島
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条

例
（
平
成
十
四
年
福
島
県
条
例
第
七
十
号
）

二

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二

十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
及
び
福
島
県
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
条
例
第
九
十
二
号
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（
委
任
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
査

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

福
島
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
規
則
（
平
成
七
年
福
島
県
規
則
第
十
四
号
。
以
下
「
旧
規
則
」
と

い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

３

前
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
旧
審
査
会
（
条

例
附
則
第
三
条
第
四
項
の
旧
審
査
会
を
い
う
。
）
の
会
長
で
あ
る
者
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
に

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
会
の
会
長
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
文
書
法
務
課
）

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
消
防
表
彰
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
消
防
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
者

に
」
を
「
も
の
に
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
防
禦
」
を
「
防
御
」

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
三
親
等
内
の
親
族
」
を
「
三
親
等
内
の
親
族
で
あ

つ
て
別
に
定
め
る
者
」
に
、
「
と
も
に
、
」
を
「
共
に
」
に
、
「
認
め
ら
れ
る
消
防
団
員
」
を
「
認
め

ら
れ
る
も
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
消
防
保
安
課
）

訓

令

福
島
県
訓
令
第
四
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

労
働
委
員
会
事
務
局

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

標
準
的
な
職
及
び
職
員
の
標
準
職
務
遂
行
能
力
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監
」
を
「
福
島
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

コ
ー
ス
ト
構
想
推
進
監

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
推
進
監
」
に
、
「
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
所
長

総
合
衛
生
学
院
長
」
を
「
女
性
の
た
め
の
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
」
に
、
「
本
庁
課
長

医
療
調
整
担
当
課
長
」
を
「
本
庁
課
長
」
に
、
「
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長

衛
生
研
究
所
支
所

長
」
を
「
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
支
所
長

衛
生
研
究
所
長

衛
生
研
究
所
支
所
長
」
に
、
「
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長

総
合
衛
生
学
院
事
務
長
」
を
「
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
次
長
」
に
、
「
総
合

療
育
セ
ン
タ
ー
看
護
部
長

総
合
衛
生
学
院
教
務
部
長
」
を
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
看
護
部
長
」
に
、

「
食
肉
衛
生
検
査
所
課
長

総
合
衛
生
学
院
学
科
長
」
を
「
食
肉
衛
生
検
査
所
課
長
」
に
、
「
家
畜
保

健
衛
生
所
課
長

専
門
教
務
主
任
」
を
「
家
畜
保
健
衛
生
所
課
長
」
に
、
「
保
健
所
課
長

総
合
衛
生

学
院
学
科
長

専
門
教
務
主
任
」
を
「
保
健
所
課
長
」
に
、
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
薬
剤
部
長

教
務

主
任
」
を
「
総
合
療
育
セ
ン
タ
ー
薬
剤
部
長
」
に
、
「
看
護
師
長

教
務
主
任
」
を
「
看
護
師
長
」
に
、

「
副
教
務
主
任

副
主
任
栄
養
技
師
」
を
「
副
主
任
栄
養
技
師
」
に
、
「
副
教
務
主
任

副
主
任
看
護

技
師
」
を
「
副
主
任
看
護
技
師
」
に
、
「
教
務

栄
養
技
師
」
を
「
栄
養
技
師
」
に
、
「
教
務

看
護

技
師
」
を
「
看
護
技
師
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
訓
令
第
五
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
に
対
す
る
被
服
の
支
給
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
訓
令
第
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
看
護
師
、
准
看
護
師
及
び
看
護
助
手
の
項
中
「
及
び
総
合
衛
生
学
院
」
を
削
り
、
同
表
環

「

「

境
衛
生
監
視
員
の
項
中

ゴ
ム
長
ぐ
つ

一

三
年

を

ゴ
ム
長
ぐ
つ

一

二
年

」

」

に
改
め
る
。

「
源
湯
調
査
用

別
表
第
二
保
健
福
祉
部
健
康
衛
生
総
室
の
項
中
「
源
湯
調
査
用

ゴ
ム
長
ぐ
つ
」
を

水
道
現
場
検

「
野

ゴ
ム
長
ぐ
つ

に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
野
犬
等
捕
獲
作
業
用

防
寒
服
」
を

水

査
用

保
護
帽
」

水

犬
等
捕
獲
作
業
用

防
寒
服

道
施
設
等
監
視
用

保
護
帽

に
改
め
る
。
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道
施
設
等
監
視
用

雨
衣

」

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
業
務
課
）
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